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１

資
本
性
借
入
金
が
必
要
と
さ
れ
る
背
景

１.

中
小
企
業
の
過
少
資
本
問
題

資
本
性
借
入
金
に
か
か
る
自
己

査
定
・
償
却
引
当
実
務
対
応
の
解

説
に
入
る
前
に
、そ
も
そ
も
な
ぜ
、

中
小
企
業
に
お
い
て
資
本
性
借
入

金
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
改
め
て
解
説
し
た
い
。

わ
が
国
の
中
小
企
業
の
財
務
状

況
を
み
る
と
、
大
企
業
や
諸
外
国

の
中
小
企
業
と
比
べ
、
一
般
に
自

己
資
本
比
率
が
低
く
借
入
依
存
度

が
高
い
傾
向
に
あ
り
、
企
業
規
模

が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
そ
の
傾
向
が

強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
債
務
者
サ
イ

ド
に
お
け
る
税
務
上
の
取
扱
い
、

資
金
の
出
し
手
と
な
る
金
融
機
関

サ
イ
ド
に
お
け
る
出
資
規
制
（
い

わ
ゆ
る
５
％
ル
ー
ル
等
）
や
、
中

小
企
業
に
か
か
る
エ
ク
イ
テ
ィ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
が
未
成
熟
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
投
資
回
収
の
困
難
性
な

ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２.

債
務
者
の
自
己
資
本
と
金
融

機
関
に
お
け
る
自
己
査
定
実
務

の
関
係

金
融
機
関
の
自
己
査
定
実
務
上
、

と
り
わ
け
重
要
と
な
る
判
断
は
、

債
務
者
の
債
務
者
区
分
が
要
注
意

先
に
該
当
す
る
か
、
破
綻
懸
念
先

に
該
当
す
る
か
の
判
断
と
考
え
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
総
与
信
１
０
０

０
百
万
円
の
要
注
意
先
で
、
要
注

意
先
に
か
か
る
予
想
損
失
率
が
３

％
で
あ
る
と
す
る
と
、
必
要
な
貸

倒
引
当
金
は
３０
百
万
円
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
破
綻
懸
念
先
に
区

分
変
更
さ
れ
た
場
合
、仮
に
担
保
・

保
証
等
に
よ
る
保
全
が
ゼ
ロ
で
あ

り
、
か
つ
、
非
保
全
部
分
（
�
分

類
額
）
に
か
か
る
予
想
損
失
率
が

６０
％
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
必

要
な
貸
倒
引
当
金
は
６
０
０
百
万

円
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
区
分
変

公認会計士 窪寺 信

No.１０

資本性借入金にかかる
自己査定・償却引当の実務対応

中小企業金融円滑化法の期限切れを見据えた対応の一つとして、いわゆる資

本性借入金の活用が期待されている。本稿は、資本性借入金が必要とされる背

景について解説するとともに、資本性借入金にかかる自己査定・償却引当の実

務対応について、基本的重要部分を解説する。なお、本稿中、意見に関する部

分は筆者の個人的な見解であり、新日本有限責任監査法人の公式見解ではない

ことをあらかじめお断りしておく。



銀行実務 2012.11 52

更
し
た
期
の
金
融
機
関
の
利
益
に
、

６
０
０－

３０＝

５
７
０
百
万
円
の

ダ
ウ
ン
サ
イ
ド
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
破
綻

懸
念
先
に
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
後
に
、

非
保
全
で
融
資
を
実
行
す
る
と
、

直
ち
に
同
様
の
ダ
ウ
ン
サ
イ
ド
イ

ン
パ
ク
ト
を
生
じ
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
融
資
実
行
に
当
た
っ
て
難

し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
状
況
と
な

る
。債

務
者
が
破
綻
懸
念
先
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
は
、「
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
」（
注
１
）に
よ
れ
ば
、延

滞
の
状
況
や
債
務
者
の
財
務
状
況

等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
す

る
こ
と
と
な
る
が
、
破
綻
懸
念
先

の
要
件
の
一
つ
と
し
て
「
実
質
債

務
超
過
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
」

こ
と
が
掲
げ
ら
れ
、
区
分
検
討
上

の
考
慮
要
素
と
し
て
、「
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
に
よ
る
債
務
償
還
能

力
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
自
己
査
定
実
務
上
、「
実

質
債
務
超
過（
注
２
）の
解
消
期
間
」

と
「
債
務
償
還
年
数
（
注
３
）」
が
、

重
要
な
判
断
要
素
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
過
少
資
本
の
中

小
企
業
は
、
景
気
低
迷
局
面
に
お

い
て
、
実
質
債
務
超
過
の
状
況
に

陥
り
や
す
く
、
か
つ
、
長
期
資
金

を
借
入
金
に
よ
り
調
達
し
て
い
る

こ
と
か
ら
債
務
償
還
年
数
も
長
期

化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
破
綻
懸
念

先
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
局
面
が
、

比
較
的
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

状
況
が
発
生
し
て
き
た
。

３.

自
己
査
定
実
務
に
お
け
る
具

体
的
論
点

�

要
注
意
先
か
破
綻
懸
念
先
か

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
経

営
難
に
陥
っ
て
は
い
る
が
、
債
務

者
が
経
営
改
善
計
画
等
を
策
定
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
破
綻
懸

念
先
に
該
当
し
な
い
た
め
の
要
件

の
一
つ
と
し
て
、
計
画
期
間
が
原

則
と
し
て
５
年
以
内
で
あ
り
、
計

画
の
実
現
可
能
性
が
高
く
、
計
画

期
間
終
了
後
の
当
該
債
務
者
区
分

が
原
則
と
し
て
正
常
先
（
注
４
）
と

な
る
計
画
（
以
下
「
合
実
計
画
」

と
い
う
）
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
て

い
る
。

ま
た
、
経
営
改
善
計
画
等
の
策

定
後
、
概
ね
計
画
通
り
（
注
５
）
進

捗
し
て
お
り
、
今
後
も
概
ね
計
画

ど
お
り
進
捗
す
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
計
画
期
間
は
１０
年
以

内
で
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
、
さ
ら

に
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
当

面
の
実
務
上
の
対
応
と
し
て
、
当

該
計
画
が
、
明
ら
か
に
達
成
困
難

と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
策
定
直

後
で
あ
っ
て
も
合
理
的
か
つ
実
現

可
能
性
の
高
い
経
営
改
善
計
画
と

み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
（
注
６
）。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
金
融

機
関
が
正
常
先
の
要
件
と
し
て
、

実
質
債
務
超
過
の
状
況
に
な
く
、

債
務
償
還
年
数
も
１０
年
以
内
で
あ

る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
場
合
に
は
、

１０
年
後
に
実
質
債
務
超
過
が
解
消

さ
れ
、
か
つ
債
務
償
還
年
数
も
１０

年
以
内
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

が
重
要
な
判
断
要
素
と
な
る
。

�

そ
の
他
要
注
意
先
か
要
管
理

先
か

「
要
注
意
先
」
が
「
破
綻
懸
念

先
」に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
他
、

「
要
管
理
先
」
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
も
実
務
上
重
要
な
論
点
と
な

る
。「
要
管
理
先
」と
は
、
要
注
意

先
の
う
ち
、
当
該
債
務
者
の
債
権

の
全
部
又
は
一
部
が
要
管
理
債
権

（
貸
出
条
件
緩
和
債
権
等
）
で
あ

る
債
務
者
を
い
い
、
条
件
緩
和
を

行
っ
て
い
る
な
ど
の
状
況
か
ら
、

そ
の
他
要
注
意
先
よ
り
も
高
い
信

用
リ
ス
ク
を
有
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
一
般
に
、
そ
の
他
要
注
意
先

よ
り
も
、
高
い
予
想
損
失
率
に
基

づ
き
、
貸
倒
引
当
金
を
計
上
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
こ
で
、貸
出
条
件
の
緩
和
が
、

実
現
可
能
性
の
高
い
抜
本
的（
注
７
）

な
計
画
（「
実
抜
計
画
」）
を
伴
う

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
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２

３

出
金
は
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該

当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
大
企
業

と
比
較
し
て
経
営
改
善
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、

計
画
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
現
在
で

は
、
�
に
記
載
の
「
合
実
計
画
」

の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
よ
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
注
８
）。

４.

資
本
性
借
入
金
の
必
要
性

こ
の
よ
う
に
、
債
務
者
区
分
判

定
に
当
た
っ
て
は
、
経
営
改
善
計

画
等
に
お
け
る
実
質
債
務
超
過
の

解
消
期
間
や
債
務
償
還
年
数
が
重

要
な
判
断
要
素
と
な
っ
て
お
り
、

景
気
低
迷
に
よ
り
実
質
債
務
超
過

等
に
陥
っ
て
い
る
中
小
企
業
債
務

者
に
お
い
て
は
、
資
本
の
充
実
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
中
、
形
式
的
に
は
借
入

金
の
ま
ま
で
、
資
本
と
し
て
の
性

質
を
有
す
る「
資
本
性
借
入
金
」に

対
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
き
た
。

資
本
性
借
入
金
の
要
件

「
資
本
」
の
性
質
と
は
何
か
。

平
成
２３
年
１１
月
に
公
表
さ
れ
た「
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
関
す
る
よ

く
あ
る
ご
質
問（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」で
は
、

そ
れ
ま
で
明
確
で
な
か
っ
た
資
本

性
借
入
金
の
要
件
の
明
確
化
が
図

ら
れ
、
以
下
の
３
要
件
が
資
本
性

借
入
金
の
要
件
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
。

・
償
還
条
件

５
年
超
で
、
原
則
期
日
一
括
返

済
。

・
金
利
設
定

業
績
連
動
型
。
た
だ
し
、
業
績

悪
化
時
に
事
務
コ
ス
ト
相
当
の
金

利
し
か
徴
収
し
な
い
よ
う
な
設
計

で
あ
れ
ば
よ
い
。

・
劣
後
性

法
的
破
綻
時
の
劣
後
性
を
有
す

る
こ
と
が
原
則
（
注
９
）。

こ
れ
ら
の
要
件
の
中
で
、
自
己

査
定
実
務
上
、
債
務
者
の
自
己
資

本
と
み
な
す
上
で
基
本
と
な
る
要

件
は
、「
償
還
条
件
」
及
び
「
劣
後

性
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

も
そ
も
な
ぜ
、
債
務
者
の
自
己
資

本
が
多
い
ほ
ど
、
貸
出
金
の
出
し

手
に
と
っ
て
、
当
該
貸
出
金
に
か

か
る
信
用
リ
ス
ク
を
相
対
的
に
低

く
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か

と
い
え
ば
、
自
己
資
本
が
、
基
本

的
に
は
返
済
さ
れ
な
い
と
い
う
特

性
か
ら
、
返
済
を
要
す
る
債
務
に

か
か
る
デ
フ
ォ
ル
ト
リ
ス
ク
を
相

対
的
に
軽
減
さ
せ
る
と
と
も
に
、

法
的
破
綻
時
に
お
い
て
は
、
自
己

資
本
の
出
し
手
が
ま
ず
損
失
を
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
貸
出

金
の
出
し
手
が
受
け
取
る
残
余
財

産
の
取
り
分
が
よ
り
多
く
な
る
可

能
性
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
一
定
の
借
入
金
を
債

務
者
の
自
己
資
本
と
み
な
す
た
め

に
は
、
当
該
借
入
金
が
、
一
定
の

期
間
返
済
さ
れ
な
い
条
件
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か

つ
、
他
の
債
務
に
対
し
、
法
的
破

綻
時
の
劣
後
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
原
則
と
な
る
。

金
利
条
件
は
、
投
資
に
対
す
る

リ
タ
ー
ン
の
性
質
を
エ
ク
イ
テ
ィ

性
商
品
に
近
づ
け
る
た
め
の
要
件

と
考
え
ら
れ
る
。

自
己
査
定
・
償
却
引
当
実
務
対
応

１.

自
己
査
定
実
務
対
応

自
己
査
定
上
、
資
本
性
借
入
金

が
�
に
記
載
し
た
要
件
を
満
た
す

場
合
、
当
該
資
本
性
借
入
金
を
債

務
者
の
自
己
資
本
と
み
な
し
て
債

務
者
区
分
の
判
定
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
る（
図
表
１
参
照
）。
こ

れ
は
、
他
の
金
融
機
関
等
が
資
本

性
借
入
金
を
供
与
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

他
の
金
融
機
関
等
が
資
本
性
借

入
金
を
供
与
し
て
い
る
場
合
、
当

該
資
本
性
借
入
金
が
�
に
記
載
し
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た
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う

か
の
検
討
が
、
通
常
の
自
己
査
定

作
業
に
加
え
て
必
要
に
な
る
と
考

え
ら
れ
、
債
務
者
と
当
該
他
の
金

融
機
関
等
と
の
間
に
お
け
る
資
本

性
借
入
金
に
か
か
る
契
約
書（
写
）

を
入
手
し
、
�
に
記
載
し
た
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検

討
し
、
当
該
検
討
結
果
を
自
己
査

定
資
料
と
し
て
保
存
す
る
と
い
っ

た
対
応
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

２.

償
却
引
当
実
務
対
応（
資
本
性

借
入
金
等
に
か
か
る
会
計
処
理
）

�

基
本
的
考
え
方

資
本
性
借
入
金
を
債
務
者
の
自

己
資
本
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、

信
用
リ
ス
ク
が
低
下
す
る
の
は
、

あ
く
ま
で
も
、
当
該
資
本
性
借
入

金
以
外
の
債
務
に
か
か
る
信
用
リ

ス
ク
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務

者
の
信
用
リ
ス
ク
が
、
他
の
債
務

か
ら
、
相
対
的
に
資
本
性
借
入
金

に
「
し
わ
寄
せ
」
さ
れ
た
に
過
ぎ

な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
例
え
ば
自
行
が

供
与
す
る
貸
出
金
の
一
部
を
資
本

性
借
入
金
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ

り
、
債
務
者
区
分
の
ラ
ン
ク
ア
ッ

プ
が
可
能
と
判
断
で
き
る
場
合
で

も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
ち

に
当
該
債
務
者
に
対
す
る
自
行
の

貸
出
金
全
体
に
か
か
る
信
用
リ
ス

ク
が
低
下
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

�

会
計
処
理
基
準
等

資
本
性
借
入
金
等
に
か
か
る
会

計
処
理
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協

会
が
公
表
す
る
業
種
別
委
員
会
実

務
指
針
第
３２
号「
資
本
的
劣
後
ロ
ー

ン
等
に
対
す
る
貸
倒
見
積
高
の
算

定
及
び
銀
行
等
金
融
機
関
が
保
有

す
る
貸
出
債
権
を
資
本
的
劣
後

ロ
ー
ン
等
に
転
換
し
た
場
合
の
会

計
処
理
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱

い
」（
以
下
、「
実
務
指
針
」
と
い

う
。）に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
概
ね
�
に
記
載
の
考
え
方

図表１ 設例

いずれも資本性借入金導入前の貸倒引当金１５０を上回るため、実質的な貸倒引当金の戻入禁止規定には抵触せず。
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に
基
づ
く
も
の
と
考
え

ら
れ
、
具
体
的
に
は
、

図
表
２
及
び
図
表
３
に

記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、実
務
指
針
は
、

十
分
な
資
本
的
性
質
が

認
め
ら
れ
る
借
入
金
を
、

「
適
格
貸
出
金
」
と
表

記
し
て
お
り
、
以
下
、

会
計
処
理
に
わ
た
る
解

説
に
お
い
て
は
、
当
該

表
記
を
用
い
る
こ
と
と

す
る
。

�

具
体
的
会
計
処
理

方
法

�

解
説
対
象

本
稿
で
は
、
実
務
上

検
討
さ
れ
る
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る

ケ
ー
ス
と
し
て
、
法
的

破
綻
時
の
劣
後
性
を
有

す
る
適
格
貸
出
金
を
供

与
す
る
金
融
機
関
が
、

「
全
体
予
想
損
失
率
法
」

及
び
「
準
株
式
法
」
を

図表２ 適格貸出金に対する貸倒見積高の算定方法

算定方法

発生が見込まれる損失見積額により貸倒見積高を算定する方法

倒産確率及び劣後性を考慮した倒産時損失率に基づく予想損失率により算定する方法

元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを劣後性を考慮して合理的に見積も
り、DCF法により算定する方法

当該債務者に対する金銭債権全体について、優先・劣後の関係を考慮せずに算定された倒産
確率及び倒産時損失率に基づく予想損失率を用いて算定する方法

当該債務者に対する金銭債権全体について、優先・劣後の関係を考慮せずに算定された予想
損失率を用いて算定する方法（本稿では、「全体予想損失率法」という）

経営改善計画の確実な履行など、将来の事象に大きく影響を受ける場合、上記の簡便法に代え、時
価を把握することが極めて困難と認められる株式又は種類株式の評価に準じて劣後性を有する適格
貸出金の貸倒見積高を見積る方法（「準株式法」という。）
なお、適格貸出金供与前の実質債務超過額を適格貸出金が上回る場合、当該上回る額に対しては、
図表３に記載の通常債権に対する引当方法などを用いて貸倒見積高を算定

劣後性を有しない適格貸出金については、当該債権を資本とみなし、併せて提示される経営改善計
画等その他の条件も考慮して適正な自己査定手続により決定された債務者区分等に応じて、予想損
失率を算定。

原
則
法

簡
便
法

劣後性
あり

劣後性
なし

図表３ 通常債権等に対する貸倒見積高の算定方法

算定方法

適格貸出金を債務者区分等の判断において資本とみなし、併せて提示され
る経営改善計画等その他の条件も考慮した上で、適正な自己査定手続によ
り決定された債務者区分等に応じて、予想損失額を算定

適格貸出金に対する貸倒見積高の算定方法と同様、優先・劣後の関係を考
慮した方法で算定することも認められる。

引当を行わないことが合理的だが、別途引
当を行うことも可能

当該予想損失額から劣後性を有する適格貸
出金の取得原価又は償却原価を控除した残
額のうち当該債務者が負担する劣後性を有
する適格貸出金以外のすべての金銭債務の
残高に応じて按分した金額を、通常債権に
対する貸倒引当金として引き当てる方法も
より精緻な方法として認められる。

簡便法を採用して算定した適
格貸出金に係る予想損失額が、
通常債権の予想損失額をも充
分にカバーされる水準である
と判断される場合

簡便法を採用して算定したす
べての金銭債権の予想損失額
が、劣後性を有する適格貸出
金の取得原価又は償却原価を
超える場合

通常債権に係る原則
的方法

適格貸出金に原則法
を適用している場合

適格貸出金に簡便法
を適用している場合

適格貸出
金供与金
融機関が
保有する
通常債権
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採
用
す
る
場
合
の
会
計
処
理
に
つ

い
て
解
説
す
る
。

�

全
体
予
想
損
失
率
法
に
よ
る

会
計
処
理

「
全
体
予
想
損
失
率
法
」（
注
１０
）

と
は
、
債
務
者
の
金
銭
債
務
全
体

に
か
か
る
信
用
コ
ス
ト
を
、
自
行

が
保
有
す
る
デ
ー
タ
（
予
想
損
失

率
）に
基
づ
き
算
出
し
、
こ
れ
を
、

適
格
貸
出
金
に
し
わ
寄
せ
す
る
方

法
で
あ
る
。こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、

当
該
し
わ
寄
せ
額
が
適
格
貸
出
金

の
残
高
を
下
回
る
場
合
に
は
、
自

行
が
保
有
す
る
残
り
の
債
権
（
通

常
債
権
）
に
対
す
る
引
当
額
を
ゼ

ロ
と
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
な
る

（
図
表
１
参
照
）。

ま
た
、
実
務
指
針
は
、
当
該
し

わ
寄
せ
額
が
適
格
貸
出
金
の
残
高

を
上
回
る
場
合
に
は
、
当
該
上
回

る
額
を
、
他
の
金
銭
債
務
の
残
高

比
で
按
分
し
、
通
常
債
権
に
対
す

る
引
当
額
と
す
る
方
法
を
、「
精
緻

な
方
法
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。

�

準
株
式
法
に
よ
る
会
計
処
理

「
準
株
式
法
」
と
は
、
債
務
者

の
実
質
債
務
超
過
額
を
適
格
貸
出

金
に
か
か
る
信
用
コ
ス
ト
相
当
額

と
み
な
す
方
法
で
あ
る
。
適
格
貸

出
金
供
与
前
の
実
質
債
務
超
過
額

を
適
格
貸
出
金
が
下
回
る
場
合
、

適
格
貸
出
金
に
対
し
て
は
、
１
０

０
％
の
貸
倒
引
当
金
を
計
上
す
る

と
と
も
に
、
通
常
債
権
に
対
し
て

は
、
適
格
貸
出
金
を
債
務
者
の
自

己
資
本
と
み
な
し
た
場
合
の
債
務

者
区
分
に
基
づ
く
予
想
損
失
率
を

適
用
し
て
予
想
損
失
額
を
算
定
す

る
方
法
が
基
本
と
な
る
（
図
表
１

参
照
）。
逆
に
上
回
る
場
合
、
適
格

貸
出
金
に
対
し
て
は
、
実
質
債
務

超
過
相
当
額
に
加
え
、
当
該
上
回

る
額
に
対
し
て
、
通
常
債
権
と
同

様
の
引
当
方
法
に
よ
る
貸
倒
引
当

金
の
計
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

�

適
格
貸
出
金
供
与
時
に
お
け

る
実
質
的
な
貸
倒
引
当
金
の
戻

入
の
禁
止
等

２.

�
に
記
載
し
た
と
お
り
、適

格
貸
出
金
の
供
与
そ
れ
自
体
に

よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
当
該
債
務
者

に
対
す
る
自
行
の
貸
出
金
全
体
に

か
か
る
信
用
リ
ス
ク
が
減
少
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
実
務

指
針
は
、
適
格
貸
出
金
を
供
与
し

た
金
融
機
関
が
既
存
債
権
を
適
格

貸
出
金
に
転
換
す
る
時
点
に
お
い

て
、
貸
倒
引
当
金
を
実
質
的
に
戻

し
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る（
図

表
１
参
照
）。

�

実
務
対
応

適
格
貸
出
金
を
供
与
す
る
金
融

機
関
に
お
け
る
償
却
引
当
実
務
に

お
い
て
は
、
�
に
記
載
し
た
方
法

を
含
め
、
図
表
２
及
び
図
表
３
に

示
す
方
法
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る

か
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
適
格

貸
出
金
及
び
通
常
債
権
に
か
か
る

貸
倒
引
当
金
の
具
体
的
計
上
方
法
、

�
�
に
記
載
の
戻
入
禁
止
規
定
、

当
該
規
定
に
よ
り
戻
入
を
行
わ
な

か
っ
た
貸
倒
引
当
金
や
適
格
貸
出

金
に
係
る
貸
倒
引
当
金
を
、
い
か

な
る
条
件
が
成
立
し
た
場
合
に
戻

し
入
れ
る
か
な
ど
を
、
償
却
引
当

規
程
等
に
お
い
て
予
め
明
確
に
し

て
お
く
な
ど
の
対
応
が
必
要
に
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
注
１
）
金
融
検
査
官
が
金
融
機
関
の
リ

ス
ク
管
理
態
勢
や
自
己
査
定
結
果
の
妥

当
性
等
を
事
後
検
証
す
る
た
め
の
手
引

書
で
あ
る
と
と
も
に
、金
融
機
関
に
お

け
る
実
務
上
の
判
断
指
針
に
も
な
っ
て

い
る
。

（
注
２
）
債
務
者
の
財
務
諸
表
に
お
け
る

資
産
か
ら
負
債
を
控
除
し
た
純
資
産

に
、金
融
機
関
が
把
握
し
た
情
報
に
基

づ
く
補
正
額
を
加
味
し
た
実
質
的
な
純

資
産
が
マ
イ
ナ
ス
値
と
な
る
場
合
、

「
実
質
債
務
超
過
」と
い
う
。
定
義
の

方
法
は
金
融
機
関
に
よ
り
異
な
る
場
合

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
３
）
債
務
者
の
有
利
子
負
債
か
ら
、

正
常
運
転
資
金（
不
良
債
権
控
除
後
の

売
上
債
権
＋
不
良
資
産
控
除
後
の
棚
卸

資
産
等
―
仕
入
債
務
等
）を
控
除
し
た

額
を
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー（
当
期

利
益
に
減
価
償
却
費
な
ど
非
資
金
項
目

を
調
整
し
た
金
額
）で
除
し
た
年
数
。

定
義
の
方
法
は
金
融
機
関
に
よ
り
異
な

る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
注
４
）
計
画
期
間
終
了
後
の
当
該
債
務

者
が
、金
融
機
関
の
再
建
支
援
を
要
せ

ず
、自
助
努
力
に
よ
り
事
業
の
継
続
性

を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
と
な

る
場
合
は
、計
画
期
間
終
了
後
の
当
該

債
務
者
の
債
務
者
区
分
が「
要
注
意
先
」

で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。

（
注
５
）「
概
ね
計
画
通
り
」と
は
、
売
上

高
等
及
び
当
期
利
益
が
事
業
計
画
に
比

し
て
概
ね
８
割
以
上
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
６
）「
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
関
す

る
よ
く
あ
る
ご
質
問（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」（
９

―

５６
）
の
回
答
参
照
。
な
お
、
経
営
改

善
計
画
の
進
捗
状
況
が
計
画
を
大
幅
に

下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、合
理
的
か

つ
実
現
可
能
性
の
高
い
経
営
改
善
計
画

と
は
取
扱
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
注
７
）「
抜
本
的
な
」と
は
、
概
ね
３
年

（
債
務
者
企
業
の
規
模
又
は
事
業
の
特

質
を
考
慮
し
た
合
理
的
な
期
間
の
延
長

を
排
除
し
な
い
。）
後
の
当
該
債
務
者

の
債
務
者
区
分
が
、正
常
先
に
な
る
こ

と
を
い
う
。（
中
小
・
地
域
金
融
機
関

向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
�
―
４
―

９
―
４
―
３
�
�
ハ.

（
注
２
）参
照
）

（
注
８
）「
貸
出
条
件
緩
和
債
権
関
係
Ｑ
＆

Ａ
」（
問
２８
）�
の
回
答
及
び
金
融
検

査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊〔
中
小
企
業
融
資

編
〕検
証
ポ
イ
ン
ト
５.

�
ホ

参
照
。

（
注
９
）
担
保
解
除
を
行
う
こ
と
が
事
実

上
困
難
で
あ
る
た
め
、「
法
的
破
綻
時

の
劣
後
性
」を
確
保
で
き
な
い
よ
う
な

場
合
に
は
、例
え
ば
、法
的
破
綻
以
外

の
期
限
の
利
益
喪
失
事
由
が
生
じ
た
場

合
に
お
い
て
、他
の
債
権
に
先
ん
じ
て

回
収
を
行
わ
な
い
こ
と
を
契
約
す
る
な

ど
、少
な
く
と
も
法
的
破
綻
に
至
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
、他
の
債
権
に
先
ん

じ
て
回
収
し
な
い
仕
組
み
が
備
わ
っ
て

い
れ
ば
よ
い
と
す
る
例
外
的
取
り
扱
い

も
認
め
ら
れ
て
い
る
。（「
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
関
す
る
よ
く
あ
る
ご
質
問

（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」（
９
―

２３
）
参
照
）

（
注
１０
）
あ
く
ま
で
も
本
稿
に
お
け
る
表

現
で
あ
り
、実
務
指
針
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人

金
融
部
金
融
セ
ン
タ
ー
パ
ー
ト

ナ
ー
）




